
 

三宅村商工会及び小笠原村商工会 

 

第１ 監査の目的 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項に基づき、都が補助金交付等の財政

援助を行っている団体に対して、補助金の算定は適正に行われているか、財政援助に係る事業は

目的に沿って適切に執行されているか、監査を実施する。 

 

第２ 監査の対象 

 １ 監査対象団体及び局 

（１）監査対象団体 三宅村商工会及び小笠原村商工会 

 （２）監査対象局  生活文化局及び産業労働局 

 

 ２ 団体の概要 

（１）団体の概要 

三宅村商工会（設立：昭和４６年６月）及び小笠原村商工会（設立：昭和５９年１月）は、

商工会法（昭和３５年法律第８９号）に基づき、地区内における商工業の総合的な改善、発達

を図ることなどを目的に、主として次の事業を行っている。 

   ア 商工業に関する相談・指導及び情報・資料の収集提供 

   イ 商工業に関する講習会・展示会等の開催 

   ウ  商工業に関する調査研究 

 

（２）組 織 

   ア 三宅村商工会 

三宅村商工会は、事務所を三宅村坪田１２７１番１に置き、会員２５５名で組織され、役

員３０名（会長１名、副会長２名、理事２５名、監事２名）（全員非常勤）及び職員５名で

構成されている。 

イ 小笠原村商工会 

小笠原村商工会は、事務所を小笠原村父島字東町に置き、会員１８０名で組織され、役員

１５名（会長１名、副会長２名、理事１０名、監事２名）（全員非常勤）及び職員４名で構

成されている。 
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３ 都との関係 

都は、小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱（昭和４５年７月１３日付４５経商商発第  

２６８号）に基づき、各商工会に対し、表１のとおり、補助金を交付している。 

また、地区花火大会事業補助金交付要綱（平成２３年６月３日付２３生文文第２３９号）に基づ

き、三宅村商工会に対し、表２のとおり、補助金を交付している。 

 

  （表１）補助金の交付状況（産業労働局所管分）              （単位：千円） 

団 体 名 補 助 事 業 名 平成２３年度 平成２４年度 

三宅村商工会 東京都小規模事業経営支援事業 ２９，５５３ ２６，４７４

小笠原村商工会 東京都小規模事業経営支援事業 ２０，５６６ ２１，５１０

 

  （表２）補助金の交付状況（生活文化局所管分）              （単位：千円） 

団 体 名 補 助 事 業 名 平成２３年度 平成２４年度 

三宅村商工会 地区花火大会事業 ３００ ３００

 

 

第３ 監査の範囲及び実地監査期間 

１ 監査の範囲 

平成２３年度（平成２３．４．１～平成２４．３．３１）及び平成２４年度（平成２４．４．

１～平成２５．３．３１）の事業について実施した。 

 

 ２ 実地監査期間 

（１）本庁（生活文化局、産業労働局） 平成２５年５月１０日 

（２）三宅村商工会          平成２５年５月２３日 

（３）小笠原村商工会         平成２５年５月２９日 

 

第４ 監査の結果 

団体が行っている補助対象事業について、総勘定元帳、伝票及び証ひょう等により、補助金の

算定は適正に行われているか、事業は適切に執行されているかについて検証した。 

その結果、補助金の算定は適正に行われており、事業は財政援助の目的に沿って適切に執行さ

れていると認められる。 
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第５ 運営状況の概要 

   三宅村商工会に係る小規模事業経営支援事業補助ほか１件の補助対象事業の事業実績について

は、表３及び表４のとおりである。 

   小笠原村商工会に係る小規模事業経営支援事業補助の補助対象事業の事業実績については、表

５のとおりである。 

 

（表３）小規模事業経営支援事業の事業実績（三宅村商工会）      （単位：人、件、千円） 

補助対象職員設置数 指 導 実 績 等 

年  度 事務 

局長 

経営 

指導員 
補助員 

記帳専

任職員

人 件 費

補 助 金
巡回・窓口

指 導 等

講習会

等開催

金 融 

斡 旋 
記帳指導 

事 業 費

補 助 金

平成２３年度 １ ２ １ １ ２３，７３３１，１７６ １７ １５ １６４ ５，８２０

平成２４年度 １ ２ １ １ ２２，４５６１，１７２ １６ ２６ １６４ ４，０１７

（注）１ 小規模事業者：常時使用する従業員の数が２０人（商業・サービス業を主たる事業とする事業

者については５人）以下の商工業者 

２ 補助率：補助対象経費の１０／１０ 

 

（表４）地区花火大会事業の事業実績（三宅村商工会）   （単位：千円） 

年  度 花火大会総経費 花火の打上数 補 助 金 

平成２３年度 ３，０００ ７００発 ３００

平成２４年度 ３，０００ ７００発 ３００

（注）補助金：花火の打上数による定額補助であり、２００発以上１，５００発未満の場合は３０万円 

 

（表５）小規模事業経営支援事業の事業実績（小笠原村商工会）     （単位：人、件、千円） 

補助対象職員設置数 指 導 実 績 等 

年  度 事務

局長 

経営 

指導員 
補助員 

記帳専

任職員

人 件 費

補 助 金
巡回・窓口

指 導 等

講習会等

開催 

金 融 

斡 旋 
記帳指導 

事 業 費 

補 助 金 

平成２３年度 １ １ １ １ １６，３５９ ２０２ ８ １６ ２２８ ４，２０６

平成２４年度 １ １ １ １ １６，３２０ ２０３ １１ ８ ２０１ ５，１９０

（注）１ 小規模事業者：常時使用する従業員の数が２０人（商業・サービス業を主たる事業とする事業

者については５人）以下の商工業者 

２ 補助率：補助対象経費の１０／１０ 
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